
 

 

別紙２ 

大型提示装置設定・設置業務 

１ 委託内容 

受託者は、別添「大磯町小・中学校教育用大型提示装置購入」の設計・設

定を完了後、委託者に納品すること。なお、契約締結後速やかに、本業務を

実施するための作業工程、体制、連絡調整方法を作成し、初回打ち合わせを

開催すること。 

 

２ 大型提示装置設置・設定 

(1) 大型提示装置におけるセキュリティの設定等については当町と協議の上、

当町が最終決定する。 

(2) 機器のファームウェア等については、最新バージョンを可能な限り適用

すること。 

(3) 当町で構築するネットワークへ接続すること。その際に、ネットワーク

情報については当町から情報提供するものとする。 

 

３ 機器納品作業等 

(1) 作業日程及び場所について 

ア 搬入設置作業に際し、作業日程表を事前に提出し、受注者が発注者と

協議の上、スケジュール調整を行うこと。また、作業時の駐車スペース

や設置場所については学校と調整すること。 

イ 設定作業は、受注者が準備する作業場所を使用すること。設定作業で

学校等のスペースが必要な場合には、事前に当町の了解を得ること。 

ウ 納入場所での作業時間は原則、平日の 9 時 00 分から 17 時 00 分までと

する。ただし、届出により事前に許可を得た場合はこの限りではない。 

エ 物品の梱包材等の作業における発生材について、すべて受注者の責任

において処分すること。 

(2) 研修会について 

 導入する学校に向けに教職員向けの研修会を実施すること。 

日時や時間については、別途教育委員会および各学校と調整すること。 

(3) その他 

ア 受託者の原因と判断される障害・機器の破損等が発生した場合は、受

注者の責任において無償で復旧すること。 

イ 調達機器には、当町が指定する管理ラベルを作成し貼付すること。 
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４ 試験等 

本調達にて導入するシステムが要件・設計どおりに動作することを確認す

るため、運用開始前にシステムの動作確認を実施すること。 

 


